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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】差し込み及び解除するときに使い勝手がよいバ
ックルを提供する。
【解決手段】ベース１１０及びカバー板１２０を有する
雌バックル１００であって、ベースにはスロットが設け
られ、カバー板がベースに取り付けられ、カバー板には
突起が設けられ、カバー板がベースに対して回動可能で
ある、ベルトの一端に連結するための、雌バックル、差
し込みブロック２１０及び差し込みブロックに連結され
ている雄バックル本体２００を含み、差し込みブロック
のカバー板に面する一端に凹部が設けられている、ベル
トの他端に連結するための雄バックルであって、差し込
みブロックがスロットに差し込まれ、突起が凹部に入り
込まれるときには、雌バックルと雄バックルとが互いに
係合するようになる、雄バックル、および、カバー板の
雄バックルから離れる一端に設けられた弾性部材、を含
むバックル。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ベース及びカバー板を有する雌バックルであって、前記ベースにはスロットが設けられ、
前記カバー板が前記ベースに取り付けられ、前記カバー板には突起が設けられ、前記カバ
ー板が前記ベースに対して回動可能である、ベルトの一端に連結するための、雌バックル
、
差し込みブロック及び前記差し込みブロックに連結されている雄バックル本体を含み、前
記差し込みブロックの前記カバー板に面する一端に凹部が設けられている、ベルトの他端
に連結するための雄バックルであって、前記差し込みブロックが前記スロットに差し込ま
れ、前記突起が前記凹部に入り込まれるときには、前記雌バックルと前記雄バックルとが
互いに係合するようになる、雄バックル、および、
前記カバー板の前記雄バックルから離れる一端に設けられた弾性部材、
を含むバックルであって、
前記カバー板が押圧されるときには、前記カバー板の一端は前記ベースに移動し、前記ベ
ースは前記弾性部材に押圧され、前記カバー板の他端側は、前記突起が前記凹部から離脱
するように、前記ベースから離れる方向にティルトアップすること、を特徴とする、バッ
クル。
【請求項２】
前記ベースは底板、第１サイドプレート、第２サイドプレート及び連結部材を含み、
前記底板の両側は、前記スロットを取り囲むように前記第１サイドプレート及び前記第２
サイドプレートにそれぞれ連結され、前記連結部材の両端は、前記第１サイドプレート及
び前記第２サイドプレートにそれぞれ連結され、かつ、前記連結部材は、前記底板と間隔
を置いて設けられ、前記連結部材は、前記ベルトが巻き掛けられるために用いられるもの
であることを特徴とする、請求項１に記載のバックル。
【請求項３】
前記第１サイドプレートおよび前記第２サイドプレートの形状がドーム状であり、前記カ
バー板が前記ベースに蓋閉されるときには、前記第１サイドプレート及び前記第２サイド
プレートの前記雄バックルから離れる端部と前記カバー板との間に間隔を置いて設けられ
、前記カバー板が押圧されると前記カバー板が前記底板に近づく方向に移動して前記弾性
部材を押圧することが可能であることを特徴とする請求項２に記載のバックル。
【請求項４】
前記ベースは、さらに保護レバーを含み、前記第１サイドプレート及び前記第２サイドプ
レートは前記底板から離れる端部に向かって外方に延出し、かつ、前記保護レバーの両端
に連結され、前記保護レバーは、前記ベースの前記雄バックルから離れる側に位置するこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載のバックル。
【請求項５】
前記第１サイドプレートは、第１支持板を形成するように前記第２サイドプレートの方向
に部分的に延出し、前記第２サイドプレートは、第２支持板を形成するように前記第１サ
イドプレートの方向に部分的に延出し、前記第１支持板と前記第２支持板は、間隔を置い
て対称的に配置され、前記第１支持板及び前記第２支持板は、いずれも、前記ベースの前
記差し込みブロックから離れる側に位置することを特徴とする請求項４に記載のバックル
。
【請求項６】
前記カバー板の前記ベースに面する端面は第１ガイドブロックおよび第２ガイドブロック
を形成するように部分的に延出し、第１ガイドブロックおよび第２ガイドブロックは、第
１ガイドブロックと第２ガイドブロックとの間にチャンネルを形成するように間隔を置い
て設けられ、前記突起が前記凹部に入り込むことができるように前記差し込みブロックが
前記チャンネル内に入り込まれることを特徴とする請求項２又は３に記載のバックル。
【請求項７】
前記カバー板にはさらに支持ブロックが設けられており、前記支持ブロックが前記チャン
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ネル内に収容され、かつ前記支持ブロックの両端がそれぞれ第１ガイドブロックと第２ガ
イドブロックに連結されていることを特徴とする、請求項６に記載のバックル。
【請求項８】
前記差し込みブロックには傾斜面が設けられ、前記差し込みブロックの一端は、前記凹部
を形成するように部分的に窪んでおり、前記第１ガイドブロックと前記第２ガイドブロッ
クは、いずれも、前記突起よりも高く、
前記差し込みブロックが前記チャンネルに向けて差し込まれるときには、前記突起が前記
傾斜面に沿って移動し、前記カバー板の一端が前記底板に向かって移動し、かつ、弾性部
材を圧縮し、前記突起が前記凹部内に入り込まれた後、前記弾性部材は変形から回復する
ことを特徴とする、請求項７に記載のバックル。
【請求項９】
前記第１ガイドブロックおよび前記第２ガイドブロックの側壁にはそれぞれ第１制限ブロ
ックおよび第２制限ブロックが設けられ、前記第１サイドプレートおよび前記第２サイド
プレートにはそれぞれ第１制限スロットおよび第２制限スロットが設けられており、
前記カバー板が前記ベースに蓋閉されるときには、前記第１制限ブロックが前記第１制限
スロットに入り込み、前記第２制限ブロックが前記第２制限スロットに入り込み、前記カ
バー板の一端が押されるときには、前記カバー板の他端が前記ベースから離れる方向にテ
ィルトアップするように、前記第１制限ブロック及び前記第２制限ブロックがそれぞれ前
記第１制限スロット及び前記第２制限スロット内で回動することを特徴とする、請求項６
～８のいずれか一項に記載のバックル。
【請求項１０】
前記雄バックル本体は、開口枠を含み、前記開口枠は、主枠ブロック、第１副枠ブロック
および第２副枠ブロックを含み、前記主枠ブロックの両端は、前記第１副枠ブロックの一
端および前記第２副枠ブロックの一端にそれぞれ連結され、前記第１副枠ブロック及び前
記第２副枠ブロックの他端は、それぞれ中央の閉鎖方向に向かって延出して第１延出ブロ
ック及び第２延出ブロックを形成し、前記差し込みブロックの両側面は、前記第１延出ブ
ロック及び前記第２延出ブロックにそれぞれ連結され、前記スロットに前記差し込みブロ
ックが差し込まれるときに、前記第１副枠ブロックおよび前記第２副枠ブロックの端部が
ともに前記ベースに当接することを特徴とする、請求項２～９のいずれか一項に記載のバ
ックル。
【請求項１１】
前記雄バックル本体は、さらに連結レバーを含み、前記第１副枠ブロック及び前記第２副
枠ブロックは、前記ベースから離れる方向に向かって外方に延出して第１当接ブロック及
び第２当接ブロックを形成し、前記連結レバーの両端は、前記第１当接ブロック及び前記
第２当接ブロックにそれぞれ連結されていることを特徴とする、請求項１０に記載のバッ
クル。
【請求項１２】
前記差し込みブロックの前記ベースに面する面が前記差し込みブロックの底面であり、前
記第１副枠ブロック及び前記第２副枠ブロックの前記差し込みブロックの底面から離れる
側の端面が前記差し込みブロックの底面よりも高く、前記ベースの前記雄バックルに近い
側の一端が外方に延出してガイド片を形成し、
前記差し込みブロックが前記雌バックルに差し込まれるときには、前記ガイド片の一端面
が前記差し込みブロックの底面に相対的に摺動しつつ前記ガイド片が前記第１延出ブロッ
クと前記第２延出ブロックとの間に嵌着されることを特徴とする、請求項１０に記載のバ
ックル。
【請求項１３】
前記第１サイドプレートと前記第２サイドプレートは、前記雄バックルの一端に向かって
外方に延出してそれぞれ第１延長部と第２延長部を形成し、前記雄バックルと前記雌バッ
クルとが互いに係合するときには、前記第１延長部、第２延長部はそれぞれ第１当接ブロ
ック、第２当接ブロックに当接することを特徴とする、請求項１１に記載のバックル。
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【請求項１４】
請求項１～１３のいずれか一項に記載のバックルおよびベルトを含み、
前記ベルトの一端が前記雌バックルに連結され、前記ベルトの他端が前記雄バックルに連
結されていることを特徴とする、腰ベルト。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案の実施例は、係合アクセサリーという技術分野に関し、特にバックルおよび腰ベ
ルトに関する。
【背景技術】
【０００２】
バックルは、一般的に、キャンバスバッグやハンドバッグなどに使用される連結ベルトま
たはベルトの端部に雄バックルと雌バックルの対を接続する接続装置を指し、例えば腰ベ
ルト、パックベルトなどの分野でよく使用されている。現在市場で比較的に多く使用され
ているバックルは、図１に示されるように、その雄バックル１０には２つの弾性係止爪１
１が設けられており、雌バックル２０には弾性係止爪１１を配合するスロットが設けられ
ており、スロットの内壁には、外部と連通するクランプ孔２１が開設されており、雄バッ
クル１０と雌バックル２０を組み合わせて使用する場合、係止爪１１をスロットに合わせ
て差し込むだけで、弾性爪１１はスロットの内壁で圧迫されて中央に収縮し、弾性係止爪
１１の先端がクランプ孔に移動した後、弾性爪１１は変形を回復し、クランプ孔２１とス
ナップし、雄バックル１０と雌バックル２０のスナップフィットを実現する。雄バックル
１０と雌バックル２０との係合状態を解除するときには、弾性係止爪２１の先端を、スロ
ットに引き込ませるように同時に押圧してから雄スナップ１０を外部に引き抜く。しかし
、一方の弾性係止爪１１が外力により折れた場合、雄スナップ１０は雌スナップ２０と係
合した状態ではスロット内で揺動し、さらに雌スナップ２０と離脱するおそれがあり、使
い勝手が悪い。
【考案の概要】
【０００３】
前述した技術課題を解決するために、本考案の実施例は使い勝手のよいバックル及び腰ベ
ルトを提供する。
本考案の実施例は、その技術的課題を解決するために、
ベース及びカバー板を有する雌バックルであって、前記ベースにはスロットが設けられ、
前記カバー板が前記ベースに取り付けられ、前記カバー板には突起が設けられ、前記カバ
ー板が前記ベースに対して回動可能である、ベルトの一端に連結するための、雌バックル
、
差し込みブロック及び前記差し込みブロックに連結されている雄バックル本体を含み、前
記差し込みブロックの前記カバー板に面する一端に凹部が設けられている、ベルトの他端
に連結するための雄バックルであって、前記差し込みブロックが前記スロットに差し込ま
れ、かつ前記突起が前記凹部に入り込まれるときには、前記雌バックルと前記雄バックル
とが互いに係合するようになる、雄バックル、および、
前記カバー板の前記雄バックルから離れる一端に設けられた弾性部材、
を含むバックルであって、
前記カバー板が押圧されるときには、前記カバー板の一端は前記ベースに移動し、前記ベ
ースは前記弾性部材に押圧され、前記カバー板の他端は、前記突起が前記凹部から離脱す
るように、前記ベースから離れる方向にティルトアップする、バックルという技術案を採
用する。
【０００４】
任意的に、前記ベースは底板、第１サイドプレート、第２サイドプレート及び連結部材を
含み、
前記底板の両側は、前記スロットを取り囲むように前記第１サイドプレート及び前記第２
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サイドプレートにそれぞれ連結され、前記連結部材の両端は、前記第１サイドプレート及
び前記第２サイドプレートにそれぞれ連結され、かつ、前記連結部材は、前記底板と間隔
を置いて設けられ、前記連結部材は、前記ベルトが巻き掛けられるために用いられるもの
である。
【０００５】
任意的に、前記第１サイドプレートおよび前記第２サイドプレートの形状がドーム状であ
り、前記カバー板が前記ベースに蓋閉されるときには、前記第１サイドプレート及び前記
第２サイドプレートの前記雄バックルから離れる端部と前記カバー板との間に間隔を置い
て設けられ、前記カバー板が押圧されると前記カバー板が前記底板に近づく方向に移動し
て前記弾性部材を押圧する。
【０００６】
任意的に、前記ベースは、さらに保護レバーを含み、前記第１サイドプレート及び前記第
２サイドプレートは前記底板から離れる端部に向かって外方に延出し、かつ、前記保護レ
バーの両端に連結され、前記保護レバーは、前記ベースの前記雄バックルから離れる側に
位置する。
【０００７】
任意的に、前記第１サイドプレートは、第１支持板を形成するように前記第２サイドプレ
ートの方向に部分的に延出し、前記第２サイドプレートは、第２支持板を形成するように
前記第１サイドプレートの方向に部分的に延出し、前記第１支持板と前記第２支持板は、
間隔を置いて対称的に配置され、前記第１支持板及び前記第２支持板は、いずれも、前記
ベースの前記差し込みブロックから離れる側に位置する。
【０００８】
任意的に、前記カバー板の前記ベースに面する端面は第１ガイドブロックおよび第２ガイ
ドブロックを形成するように部分的に延出し、第１ガイドブロックおよび第２ガイドブロ
ックは、第１ガイドブロックと第２ガイドブロックとの間にチャンネルを形成するように
間隔を置いて設けられ、前記突起が前記凹部に入り込むことができるように前記差し込み
ブロックが前記チャンネル内に入り込まれる。
【０００９】
任意的に、前記カバー板にはさらに支持ブロックが設けられており、前記支持ブロックが
前記チャンネル内に収容され、かつ前記支持ブロックの両端がそれぞれ第１ガイドブロッ
クと第２ガイドブロックに連結されている。
【００１０】
任意的に、前記差し込みブロックには傾斜面が設けられ、前記差し込みブロックの一端は
、前記凹部を形成するように部分的に窪んでおり、第１ガイドブロックと第２ガイドブロ
ックは、いずれも前記突起よりも高く、
前記差し込みブロックがチャンネルに向けて差し込まれるときには、前記突起が前記傾斜
面に沿って移動し、前記カバー板の一端が前記底板に向かって移動し、かつ、弾性部材を
圧縮し、前記突起が前記凹部内に入り込まれた後、前記弾性部材は変形から回復する。
【００１１】
任意的に、前記第１ガイドブロックおよび前記第２ガイドブロックの側壁にはそれぞれ第
１制限ブロックおよび第２制限ブロックが設けられ、前記第１サイドプレートおよび前記
第２サイドプレートにはそれぞれ第１制限スロットおよび第２制限スロットが設けられて
おり、
前記カバー板が前記ベースに蓋閉されるときには、前記第１制限ブロックが前記第１制限
スロットに入り込み、前記第２制限ブロックが前記第２制限スロットに入り込み、前記カ
バー板の一端が押されるときには、前記カバー板の他端が前記ベースから離れる方向にテ
ィルトアップするように、前記第１制限ブロック及び前記第２制限ブロックがそれぞれ前
記第１制限スロット及び前記第２制限スロット内で回動する。
【００１２】
任意的に、前記雄バックル本体は、開口枠を含み、前記開口枠は、主枠ブロック、第１副
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枠ブロックおよび第２副枠ブロックを含み、前記主枠ブロックの両端は、前記第１副枠ブ
ロックの一端および前記第２副枠ブロックの一端にそれぞれ連結され、前記第１副枠ブロ
ック及び前記第２副枠ブロックの他端は、それぞれ中央の閉鎖方向に向かって延出して第
１延出ブロック及び第２延出ブロックを形成し、前記差し込みブロックの両側面は、前記
第１延出ブロック及び前記第２延出ブロックにそれぞれ連結され、前記スロットに前記差
し込みブロックが差し込まれるときに、前記第１副枠ブロックおよび前記第２副枠ブロッ
クの端部がともに前記ベースに当接する。
【００１３】
任意的に、前記雄バックル本体は、さらに連結レバーを含み、前記第１副枠ブロック及び
前記第２副枠は、前記ベースから離れる方向に向かって外方に延出して第１当接ブロック
及び第２当接ブロックを形成し、前記連結レバーの両端は、前記第１当接ブロック及び前
記第２当接ブロックにそれぞれ連結されている。
【００１４】
任意的に、前記差し込みブロックの前記ベースに面する面が前記差し込みブロックの底面
であり、前記第１副枠ブロック及び前記第２副枠ブロックの前記差し込みブロックの底面
から離れる側の端面が前記差し込みブロックの底面よりも高く、前記ベースの前記雄バッ
クルに近い側の一端が外方に延出してガイド片を形成し、
前記差し込みブロックが前記雌バックルに差し込まれるときには、前記ガイド片の一端面
が前記差し込みブロックの底面に相対的に摺動しつつ前記ガイド片が前記第１延出ブロッ
クと前記第２延出ブロックとの間に嵌着される。
【００１５】
任意的に、第１サイドプレートと第２サイドプレートは、雌バックルの一端に向かって外
方に延出してそれぞれ第１延長部と第２延長部を形成し、前記雄バックルと前記雌バック
ルとが互いに係合するときには、前記第１延長部、第２延長部はそれぞれ第１副枠ブロッ
ク、第２副枠ブロックに当接する。
【００１６】
また、本考案の実施例は、その技術的課題を解決するために、さらに、
前述したバックルおよびベルトを含み、
前記ベルトの一端が前記雌バックルに連結され、前記ベルトの他端が前記雄バックルに連
結されている、腰ベルトという技術案を採用する。
本考案に係る実施例による有利的な効果として、
ベース及びカバー板を有する雌バックルであって、ベースにはスロットが設けられ、カバ
ー板がベースに取り付けられ、カバー板には突起が設けられ、カバー板がベースに対して
回動可能である、ベルトの一端に連結するための、雌バックル、
差し込みブロック及び差し込みブロックに連結されている雄バックル本体を含み、差し込
みブロックのカバー板に面する一端に凹部が設けられている、ベルトの他端に連結するた
めの雄バックルであって、差し込みブロックがスロットに差し込まれ、突起が凹部に入り
込まれるときには、雌バックルと雄バックルとが互いに係合するようになる、雄バックル
、および、
カバー板の雄バックルから離れる一端に設けられた弾性部材、
を含むバックルによれば、
カバー板が押圧されるときには、カバー板の一端側はベースに移動し、ベースは弾性部材
に押圧され、カバー板の他端側は、突起が凹部から離脱するように、ベースから離れる方
向にティルトアップし、使い勝手がより良いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
１つまたは複数の実施例を対応する図面における図を照らして示例的に説明するが、これ
らの示例的な説明は、実施例に限定するものではない。図面において、同じ番号を有する
要素は、類似の要素として示されている。特に明記しない限り、図面における図の縮尺は
限定されない。
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【００１８】
【図１】従来のバックルの構造模式図である。
【図２】本考案の１つの実施例のバックルの構造模式図である。
【図３】図２の構造分解図である。
【図４】図３の断面図である。
【図５】図３の別の角度からの模式図である。
【図６】図３の雌バックルの構造分解図である。
【図７】図３の雌バックルの他の構造分解図である。
【図８】図７のカバー板の構造模式図である。
【図９】図３の雄バックルの構造模式図である。
【図１０】図９の別の角度からの模式図である。
【図１１】本考案の別の実施例の腰ベルトの構造断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
本考案の理解を容易にするために、以下、添付図面と具体的な実施例を参照して、本考案
をより詳細に説明する。なお、ある要素が別の要素に「固定されている」と表現される場
合、それは、別の要素に直接固定されていてもよく、または、その間に１つまたは複数の
介在要素が存在してもよい。ある要素が別の要素に「連結されている」と表現される場合
、それは、別の要素に直接連結されているか、または、その間に１つまたは複数の介在要
素が存在してもよい。本願明細書に使用されている「上」、「下」、「内」、「外」、「
垂直」、「水平」という用語などで示される方向又は位置関係は、図面に示される方向又
は位置関係に基づくものであり、単に本考案の説明を容易にするため及び説明を簡単にす
るためのものであり、言及される装置又は要素が特定の方向を有すること、特定の方向で
構成及び操作されることを指示又は示唆するものではなく、従って本考案の限定として解
釈されるべきではない。また、「第１」、「第２」などの用語は、説明の目的のためだけ
であり、相対的な重要性を示すか、または示唆するものと理解されるべきではない。
【００２０】
特に定義しない限り、本明細書で使用される全ての技術用語及び科学用語は、本考案の技
術分野における当業者によって一般的に理解されるものと同じ意味を有する。本考案の明
細書で使用される用語は、単に特定の実施例を説明するためのものであり、本考案を限定
するものではない。本明細書で使用される用語「及び／又は」は、関連の列挙項目の１つ
又は複数の任意及び全ての組み合わせを含む。
【００２１】
なお、以下に述べる本考案の異なる実施例に係る技術的特徴は、互いに矛盾しない限り互
いに組み合わせることができる。
【００２２】
図２～４に示されるように、本考案の１つの実施例に提供するバックル９００は、雌バッ
クル１００および雄バックル２００を含み、前記雌バックル１００は前記雄バックル２０
０と互いに係合することができ、前記雌バックル１００は、ベルトの一端に連結するため
に用いられ、前記雄バックル２００は、ベルトの他端に連結するために用いられる。
【００２３】
前記雌バックル１００は、ベース１１０、カバー板１２０および弾性部材１３０を含み、
前記ベース１１０は前記カバー板１２０と合わせて取り付けられ、前記弾性部材１３０は
、前記カバー板１２０の前記ベース１１０に面する側に設けられており、そのうち、前記
カバー板１２０は、前記ベース１１０に対して揺動可能である。前記カバー板１２０の一
端が押圧されることにより、前記弾性部材１３０と前記ベース１１０とは互いに押圧し、
前記カバー板１２０の他端は前記ベース１１０から離れる方向に揺動する。
【００２４】
図５～７を組み合わせると、前記ベース１１０は、底板１１１、第１サイドプレート１１
２、第２サイドプレート１１３および連結部材１１４を含み、前記底板１１１の両側は、
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前記スロット１１５を取り込むように、前記第１サイドプレート１１２、前記第２サイド
プレート１１３にそれぞれ連結され、前記連結部材１１４の両端は、前記第１サイドプレ
ート１１２および前記第２サイドプレート１１３にそれぞれ連結され、かつ、前記連結部
材１１４は前記底板１１１的端部と間隔を置いて設けされ、前記連結部材１１４は、前記
ベルトが巻きかけられるために用いられるものである。
【００２５】
幾つかの実施例によれば、前記第１サイドプレート１１２および前記第２サイドプレート
１１３の形状は、ドーム状であり、前記カバー板１２０が前記ベース１１０に蓋閉される
ときに、前記第１サイドプレート１１２および前記第２サイドプレート１１３は、前記雄
バックル２００から離れる端部が前記カバー板１２０と間隔を置いて設けられ、前記カバ
ー板１２０が押圧されることにより、前記カバー板１２０は、前記弾性部材１３０を押圧
するように、前記底板１１１に近づく方向に移動することができる。
【００２６】
幾つかの実施例によれば、前記第１サイドプレート１１２および前記第２サイドプレート
１１３の側壁に第１制限スロット１１２１および第２制限スロット１１３１がそれぞれ設
けられ、前記第１制限スロット１１２１及び前記第２制限スロット１１３１は対称的に設
けられている。理解されるように、前記第１制限スロット１１２１および前記第２制限ス
ロット１１３１の形状は、円状であってもよく、ドーム状であってもよく、当然、別の形
状であってもよい。任意的に、前記第１制限スロット１１２１および前記第２制限スロッ
ト１１３１の形状がドーム状である。
【００２７】
幾つかの実施例によれば、前記第１サイドプレート１１２および前記第２サイドプレート
１１３は、前記雄バックル２００に近い一端が外方に延出してそれぞれ第１延出部１１２
２および第２延出部１１３２を形成する。
【００２８】
幾つかの実施例によれば、前記底板１１１は、前記雄バックル２００に近い一端が外方に
延出してガード片１１１１を形成する。
【００２９】
幾つかの実施例によれば、前記雌バックル１００の強度を高めるため、前記第１サイドプ
レート１１２は、前記第２サイドプレート１１３に向かって部分的に延出して第１支持板
１１２３を形成し、前記第２サイドプレート１１３は、前記第１サイドプレート１１２に
向かって部分的に延出して第２支持板１１３３を形成し、前記第１支持板１１２３と前記
第２支持板１１３３とは、間隔を置いて対称的に設けられており、前記第１支持板１１２
３および前記第２支持板１１３３は、いずれも前記ベース１１０の前記雄バックル２００
に離れる側に位置する。理解されるように、前記カバー板１２０は外力を受けたときに前
記底板１１１側に揺動して弾性部材１３０を押圧し、前記カバー板１２０がある角度揺動
したとき、前記カバー板１２０は、前記カバー板１２０が力を受けて前記弾性部材１３０
を圧断することを防止するように、前記第１支持板１１２２および前記第２支持板１１３
２に当接する。
【００３０】
幾つかの実施例によれば、前記ベース１１０はさらに保護レバー１１６を含み、前記第１
サイドプレート１１２および前記第２サイドプレート１１３は、前記底板１１１から離れ
る一端に向かって外方に延出し、かつ、前記保護レバー１１６の両端に連結し、前記保護
レバー１１６は、前記ベース１１０の前記雄バックル２００から離れる側に位置する。
【００３１】
図７と図８を組み合わせると、前記カバー板１２０の一端面は、突起１２１、第１ガイド
ブロック１２２および第２ガイドブロック１２３を形成するように部分的に外方に延出し
ており、前記第１ガイドブロック１２２と前記第２ガイドブロック１２３とは、前記第１
ガイドブロック１２２と前記第２ガイドブロック１２３との間にチャンネルを形成するよ
うに間隔を置いて設置されており、前記突起１２１は前記第１ガイドブロック１２２およ
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び前記第２ガイドブロック１２３との間に位置する。任意的に、前記突起１２１の一側は
、前記カバー板１２０の端部から前記弾性部材１３０が位置する側に向かって円弧が移行
して円弧面１２１１を形成する。
【００３２】
幾つかの実施例によれば、前記第１ガイドブロック１２２および前記第２ガイドブロック
１２３は、いずれも前記突起１２１よりも高い。もちろん、前記第１ガイドブロック１２
２および前記第２ガイドブロック１２３は前記突起１２１と同じ高さを有してもよい。本
実施例によれば、前記第１ガイドブロック１２２および前記第２ガイドブロック１２３は
いずれも前記突起１２１よりも高い。
【００３３】
他の実施例によれば、前記カバー板１２０には、さらに支持ブロック１２４が設けられて
おり，前記支持ブロック１２４は前記チャンネル内に収容され、かつ、前記支持ブロック
の両端はそれぞれ前記第１ガイドブロック１２１、前記第２ガイドブロック１２２に連結
され、前記支持ブロック１２４は前記突起１２１と前記弾性部材１３０との間に位置する
。
【００３４】
他の実施例によれば、前記カバー板１２０には、さらにいくつかのリブ板１２５が設けら
れており、前記リブ板１２５の一側は前記支持ブロック１２４の一側に連結され、前記リ
ブ板１２５の他側端は前記カバー板１２０の一端面に連結されている。　
【００３５】
幾つかの実施例によれば、前記第１ガイドブロック１２１は、前記第２ガイドブロック１
２２から離れる一側に第１制限ブロック１２６が設けられており、前記第２ガイドブロッ
ク１２２は、前記第１ガイドブロック１２１から離れる一側に第２制限ブロック１２７が
設けられており、前記第１制限ブロック１２６と前記第２制限ブロック１２７とは、対称
的に設置されている。
【００３６】
前記弾性部材１３０は前記カバー板１２０の一端に設けられており、かつ、前記第１ガイ
ドブロック１２２または前記第２ガイドブロック１２３の前記突起１２１から離れる一端
に位置する。本実施例によれば、前記弾性部材１３０は、前記突起１２１から離れる方向
に折り曲げられた弾性片であり、前記弾性片は、一端が前記カバー板１２０に連結され、
他端が前記ベース１１０に当接するために用いられるものである。他の実施例によれば、
前記弾性部材１３０はバネであってもよく、前記バネは、一端が前記カバー板１２０に固
定連結されており、他端が前記ベースに当接するために用いられるものである。無論、前
記弾性部材は、前記カバー板１２０を押圧すると、前記カバー板１２０の一端が弾性部材
１３０を押圧して前記カバー板１２０の他端をティルトアップされることができる構造で
あれば、他の構造であってもよい。
【００３７】
前記ベース１１０と前記カバー板１２０とを合わせて組み立てるときに、前記第１制限ブ
ロック１２６及び前記第２制限ブロック１２７は、それぞれ第１制限スロット１１２１及
び第２制限スロット１１３１に入り込み、前記第１制限ブロック１２６、前記第２制限ブ
ロック１２７は、前記カバー板１２０の両端が前記ベース１１０に対して揺動させるよう
に、それぞれ前記第１制限スロット１１２１、前記第２制限スロット１１３１において同
期回動し、前記弾性部材１３０の他端は前記底板１１１に当接する。前記カバー板１２０
の前記弾性部材に近い側を押圧すると、前記弾性部材１３０は前記底板１１１を押圧し、
前記カバー板１２０の弾性から離れる側は底板１１１から離れる方向にティルトアップし
、これに伴って前記突起１２１の位置は変化する。
【００３８】
図９と図１０を組み合わせると、幾つかの実施例によれば、前記雄バックル２００は差し
込みブロック２１０および雄バックル本体２２０を含み、前記雄バックル本体２２０と前
記差し込みブロック２１０とは連結しており、前記差し込みブロック２１０の一端は、内
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方に凹陥して凹部２１１を形成しており、前記差し込みブロック２１０には傾斜面２１２
が設けられている。具体的に、前記雄バックル２００と前記雌バックル１００とは配合さ
れるときに、前記雌バックル１００と前記雄バックル２００とを互いに係合するように、
前記差し込みブロック２１０は前記スロット１１５に差し込み、かつ前記突起１２１は前
記凹部２１１に差し込む。
【００３９】
幾つかの実施例によれば、前記雄バックル本体２２０は開口枠２２１を含み、前記開口枠
２２１は主枠ブロック２２１１、第１副枠ブロック２２１２および第２副枠ブロック２２
１３を含み、前記主枠ブロック２２１１の両端はそれぞれ前記第１副枠ブロック２２１２
、前記第２副枠ブロック２２１３の一端に連結されており、前記第１副枠ブロック２２１
２および前記第２副枠ブロック２２１３の他端は、それぞれ中央の閉鎖方向に向かって延
出して第１延出ブロック２２１４および第２延出ブロック２２１５を形成し、前記差し込
みブロック２１０の両側面は、それぞれ前記第１延出ブロック２２１４、前記第２延出ブ
ロック２２１５に連結されている。
【００４０】
また、前記雄バックル本体２２０は、連結レバー２２１６をさらに含み、前記第１副枠ブ
ロック２２１２および前記第２副枠ブロック２２１３は一端に延出して第１当接ブロック
２２１７および第２当接ブロック２２１８を形成し、前記連結レバー２２１６の両端はそ
れぞれ前記第１当接ブロック２２１７、前記第２当接ブロック２２１８に連結されている
。
【００４１】
具体的に、使用されるとき、前記差し込みブロック２１０は前記チャンネルに向かって前
記雌バックル１００に差し込まれたときに、前記突起１２１は前記傾斜面２１２に当接し
、かつ当該傾斜面２１２に沿って移動し、前記突起１２１は前記差し込みブロック２１０
により徐々にリフトされ、かつ前記第１制限スロット１１２１および前記第２制限スロッ
ト１１３１に制限され、前記第１制限ブロック１２６および前記第２制限ブロック１２７
はスロット内に回動し、前記カバー板１２０の前記弾性部材１３０に近い側は前記弾性部
材１３０を、前記底板１１１に向かって下向きに押し、前記突起１２１が前記凹部２１１
に入り込まれた後、前記弾性部材は変形から回復し、前記カバー板１２０の前記雄バック
ル２００に近い側は前記ベース１１０に向かって移動し、前記カバー板１２０は元の位置
に戻り、これにより、前記雄バックル２００と前記雌バックル１００との係合を実現する
。
【００４２】
理解されるように、前記雌バックル１００と前記雄バックル２００との組み合わせを容易
にするため、前記差し込みブロック２１０が前記スロット１１５に入り込まれたとき、前
記ガード片１１１１は、前記差し込みブロック２１０の傾斜面２１２から離れた一底面に
密着して摺動し、前記第１延出ブロック２２１４、前記第２延出ブロック２２１５が前記
第１サイドプレート１１２、前記第２サイドプレート１１３の端部にそれぞれ当接したと
き、前記突起１２１は前記凹部２１１にぴったり填り、この場合、前記ガード片１１１１
の両端は、前記第１延出ブロック２２１４、第２延出ブロック２２１５にそれぞれ当接し
、かつ、前記第１当接ブロック２２１７は前記第１延出部１１２２および前記カバー板１
２０の端部に当接し、前記第２当接ブロック２２１８は前記第２延出部１１３２および前
記カバー板１２０の端部に当接する。上記構成により、前記雌バックル１００と前記雄バ
ックル２００との間の緊密な組み合わせは確保される。
【００４３】
一方、前記カバー板１２０の前記弾性部材１３０に近い側が押圧されるときに、前記弾性
部材１３０と前記ベース１１０とは互いに押圧し、前記カバー板１２０の他側は前記底板
１１１から離れる方向にティルトアップし、前記弾性部材１３０がある程度押圧されたと
き、前記突起１２１は前記凹部２１１から離脱し、その場合、前記雄バックル２００を前
記雌バックル１００から離れる方向へ引っ張られると、前記雄バックル２００と前記雌バ
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ックル１００との係合は解放される。
【００４４】
上記構成により、前記雄バックル２００は、前記差し込みブロック２１０を用いて前記雌
バックル１００内のスロットに差し込むことだけで、前記雌バックル１００と前記雌バッ
クル２００との組み立てを速やかに実現することができ、また、前記雌バックル１００と
前記雄バックル２００との係合を解放する場合、前記カバー板１２０を押し、かつ前記雄
バックル２００を引っ張ることだけで、両者の離脱を実現することができる。これにより
、前記雌バックル１００と前記雄バックル２００との組み合わせおよび離脱は、容易で便
利である。
【００４５】
本考案の実施例に提供される、
ベース１１０及びカバー板１２０を有する雌バックル１００であって、前記ベース１００
にはスロット１１５が設けられ、前記カバー板１２０が前記ベース１１０に取り付けられ
、前記カバー板１２０には突起１２１が設けられ、前記カバー板１２０が前記ベースに対
して回動可能である、ベルトの一端に連結するための、雌バックル１００、
差し込みブロック２１０及び前記差し込みブロック２１０に連結されている雄バックル本
体２２０を含み、前記差し込みブロック２１０の前記カバー板１２０に面する一端に凹部
２１１が設けられている、ベルトの他端に連結するための雄バックル２００であって、前
記差し込みブロック２１０が前記スロット１１５に差し込まれ、前記突起１２１が前記凹
部２１１に入り込まれるときには、前記雌バックル１００と前記雄バックル２００とが互
いに係合するようになる、雄バックル２００、および、
前記カバー板１２０の前記雄バックル２００から離れる一端に設けられた弾性部材１３０
、
を含むバックル９００によれば、
前記カバー板１２０が押圧されるときには、前記カバー板１２０の一端は前記ベース１１
０に向かって移動し、前記ベース１１０は前記弾性部材１３０に押圧され、前記カバー板
１２０の他端は、前記突起１２１が前記凹部２１１から離脱するように、前記ベース１１
０から離れる方向にティルトアップし、使い勝手がよりよいものとなる。
【００４６】
図１１に示したように、本考案の別の実施例に提供する腰ベルト（図示せず）は、前述し
た実施例におけるバックル９００およびベルト（図示せず）を含み、前記ベルトの一端は
前記雌バックルに連結され、前記ベルトの他端は前記雄バックルに連結されている。
【００４７】
理解されるように、前記ベルトの一端は前記雌バックル１００の前記連結部材１１４に結
び付けられでもよく、当然、前記雌バックル１００の他の位置に結び付けられてもよい。
本実施例によれば、前記ベルトは前記連結部材１１４に結び付けられている。同様に、前
記ベルトの他端は、前記連結レバー２２１６に結び付けられでもよく、前記雄バックル２
００の前記主枠ブロック２２１１などの他の位置に結び付けられてもよい。任意的に、前
記ベルトの他端は、前記連結レバー２２１６に結び付けられでいる。
【００４８】
以上の説明は本考案の実施形態に過ぎず、本実用新案登録請求の範囲を制限するものでは
ない。本考案の明細書及び図面内容を利用して行った等価構造又は等価フロー変換、或い
は直接又は間接に他の関連技術分野への応用は、いずれも本実用新案登録請求の範囲に含
まれる。
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